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シリ ーズ【 防 災 】 31
問 基地 ･ 防災対策課　 基地防災班 ☎（ 7 2 ）1 8 9 1

知っ ていますか？ 土砂災害警戒区域

　 前月号で、 防災マッ プ改定版についてお知ら せし まし た。

　 今回は、 その中で記載さ れている、「 土砂災害警戒区域」 についてです。

　 土砂災害は、 発生する と 一瞬で人家や道路、 田畑を 壊滅さ せる など、 死傷者の割合が

高い自然災害です。 大雨の時はも ち ろ ん、 雨が降っ ていない時でも 、 今までに降っ た雨

の影響で地盤が緩み、 土砂災害が起こ る場合があり ます。

　 そのよ う な危険な区域を 明ら かにする ため、 土砂災害防止法に基づき、 大分県で基礎

調査を 実施後、 危険箇所を 指定し ています。

　 自分の住んでいる地域が、どのよう な危険があるのか、ハザード マッ プで確認し まし ょ う 。

ボウサイ く ん

■土砂災害警戒区域（ 通称： イ エローゾーン）

　 土砂災害が発生し た場合、 住民の生命または身体に危害が生じ る

　 おそれのある区域

■土砂災害特別警戒区域（ 通称： レ ッ ド ゾーン）

　 土砂災害が発生し た場合、 建築物に損壊が生じ 、 住民の生命または

　 身体に著し い危害が生じ るおそれのある区域

■土石流

　 山腹が崩壊し て 生じ た 土石

　 または渓流の土石などが一体

に な っ て 流下す る 自然現象

■急傾斜

　 傾斜度が 30°以上の土地が

　 崩壊する自然現象

イ エローゾーン

レッ ド ゾーン

高齢者の運転免許証「 自主返納」 を支援し ます

近年、 高齢運転者が加害者と なる 重大事故が多発し ています。 こ のよ う な現状を 踏まえ、 玖珠町では、 高

齢者が運転免許証を 自主的に返納し やすい環境づく り を 進める ため、 運転経歴証明書発行手数料の助成を 行

います。

■対象者

　 ①玖珠町に住民登録を さ れている方

　 ②運転免許証返納時に満 70 歳以上の方

　 ③警察署で運転経歴証明書の交付を 受けた方

■内容

　 運転経歴証明書発行手数料 1,100 円の助成

■申込方法

　 指定の用紙（ 申請書） に必要事項を 記入し 提出。 　

　 運転経歴証明書の写し を 添付。

　 ※運転経歴証明書の交付を 受けてから １ 年以内

に申請し てく ださ い。

【 問・ 申】 基地・ 防災対策課　 基地防災班 ☎（ 7 2 ）1 8 9 1

■地滑り

　 土地の一部が地下水などに起因

し て滑る 自然現象。 またはこ れ

に伴っ て移動する自然現象
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玖珠町中小企業等人材育成事業補助金の申込みを募集し ています！

玖珠町創業支援事業補助金の公募を開始し ます！

意欲的に経営革新に取り 組む中小企業や小規模事業者に対し 、 人材育成や販路拡大などに要する 費用の一

部を 補助し ています。 予算に限り がございますので、 興味のある方はご相談く ださ い。

玖珠町では、 産業振興・ 経済の活性化などを 目的と し て、 町内における創業を 推進し ています。

「 創業支援事業補助金」 は、 町内で創業する 事業者の初期投資費の一部や創業後の成長を 支援する ための

補助金で、 今年度の公募期間は下記のと おり です。

町内で創業を お考えの方や、 創業し て間も ない方で制度を 活用し たい方は、 ぜひご相談く ださ い。

※その他、 申請書類などの詳細は、 玖珠町ホームページでご確認く ださ い。

問 企画商工観光課 商工労政・ 企業誘致班 ☎（ 7 2 ）1 1 5 1

※その他、 補助対象経費や申請書類などの詳細は、 玖珠町ホームページでご確認く ださ い。

問 企画商工観光課 商工労政・ 企業誘致班 ☎（ 7 2 ）1 1 5 1

対 象 者
次に掲げるも の（ 中小企業・ 小規模事業者に限る）
①　 町内に事務所または事業所を 有する法人
②　 町内に住所を 有し 、 町内に事業所を 置く 個人事業主

対象事業

経営力の強化や技術力の向上のための事業で、 次に掲げるも の
①　 民間企業及び国、 県その他の公的機関などが実施する研修、 講座など
②　 法令などで定める業務上必要な特別教育や資格取得または更新のための研修、 講座など
③　 事業活動の向上に大き く 資する新たな商品開発・ 販路拡大のための取り 組み　 など

対象経費
・ 研修負担金、 受講料　 　 　 　 　 ・ 講師謝礼費　 　 　 　 　 　 ・ 委託費
・ 教材費　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ・ 会場借上費　 　 　 　 　 　 ・ 展示会、 商談会などへの出展料
・ 研究開発費（ 原材料費、 技術指導受入費、 外注加工費）　 ・ 旅費　 など

補 助 率 ２ 分の１ 以内（ 千円未満切り 捨て）

限 度 額
（ １ ） 中小企業…１ 事業者につき 10 万円まで
（ ２ ） 小規模事業者…１ 事業者につき ３ 万円まで
（ ３ ） ３ 名以上の小規模事業者で構成する団体…１ 事業につき 10 万円まで

対 象 者

次のいずれかに該当する 方
（ １ ） 個人事業主と し て町内に主たる 事業所を 置き 、 または置く こ と を 予定し ている 個人で、

町内に住所を 有する者
（ ２ ） 町内に本店を 置く 会社を 設立し よう と する個人
（ ３ ） 町内に本店を 置き 、 または町内に本店を 移すこ と を 予定し ている法人

主な要件

①玖珠町創業支援事業計画に定める「 特定創業支援事業※」 の支援を 受けるこ と 。
②他者が行う 事業を 承継し て行う 事業や、 フ ラ ンチャ イ ズ契約に類する事業でないこ と 。
③居住地における税金の滞納がないこ と 。
　 ※特定創業支援事業の支援と は…玖珠町が主催する創業セミ ナーへの参加など

審 査 ７ 月中に審査会を 実施し 、 予算の範囲内で補助金の採択を 行います。

補 助 率 ２ 分の１ 以内（ 千円未満切捨て） 限 度 額 50 万円まで

公募締切 令和３ 年６ 月 30 日（ 水） 午後５ 時必着

玖珠町
ホームページ

玖珠町
ホームページ
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里親になり ませんか？　 はじ めの 1 歩「 里親募集説明会」

大分県には、 親の病気などさ まざまな事情で、

家庭で暮ら すこ と のでき ない子ど も が約 500 人

いま す。 県ではこ のよ う な子ど も たち が、 家庭

に帰れる よ う になる ま での間、 育て てく ださ る

養育里親の登録促進に取り 組んでいます。

赤ち ゃ んや地域の子ど も たち を 短期ま たは長

期間預かっ てく ださ る 方な ど、 幅広く 里親を 募

集し て いま す。 関心のある 方は、 ぜひ、 里親募

集説明会にお越し く ださ い。

参加費： 無料（ 事前申込みが必要です）

募集対象者

愛情を 持っ て育ててく ださ る 方であれば、 特

別な 資格や経験は必要あり ま せん。 ただし 、

養育里親の登録には、 児童相談所職員と の面

接や家庭訪問での調査を 受けていただく こ と

や、 研修の受講が必要です。

玖珠町及び近隣市町村での説明会スケジュ ール

玖珠町
５ 月 14 日（ 金）
午前 10 時～正午

く すまちメ ルサンホール
２ 階学習室

日田市
５ 月 14 日（ 金）
午後２ 時～４ 時

日田市役所 601 会議室

由布市
６ 月 22 日（ 火）
午前 10 時～正午

由布市本庁舎市民ホール
２ 階２ －１ 会議室

九重町
６ 月 22 日（ 火）
午後２ 時～４ 時

九重町役場 101 会議室

大分市

６ 月６ 日（ 日）
午後２ 時～４ 時

大分県こ ども ・ 女性相談
支援センタ ー３ 階大会議室

６ 月 15 日（ 火）
午後２ 時～４ 時

６ 月 25 日（ 金）
午後２ 時～４ 時

◎参加には事前申込みが必要です。 電話または大分県中

央児童相談所ホームページの参加申込票を 使用し 、 説

明会前日（ 日曜日開催は金曜日） の午後４ 時までに申

込みく ださ い（ 参加申込者がない会場の説明会は中止

し ます）。

問 大分県中央児童相談所 里親担当 ☎ 0 9 7（ 5 4 4 ）2 0 1 6

道路上に張り 出し ている樹木の伐採のお願い

道路や歩道に張り 出し ている 樹木の枝や竹木・ 倒木は、 通行に支障と なり ます。 ま た、 場合によ っ ては、

歩行者や通行車両の事故につながる おそれがあり ます。 事故防止のためにも 、 樹木の張り 出し 、 枯れ木・ 折

れ枝、 竹木の繁茂などで通行に支障がある （ またはそのおそれがある） 場合は、 所有者が確認し てく ださ い。

事前に伐採や枝払いを 施工し て、 安全・ 安心に道路を 利用でき る よう ご協力を お願いし ます。 また、 緊急の

場合は、 道路通行の支障と なる 竹木などを 予告なく 伐採・ 撤去するこ と があり ます。 あら かじ めご了承く だ

さ い。

樹木所有者の責任

樹木の倒木などが原因で歩行者や通行車両に事故

が発生し た場合には、 樹木の所有者が民法の規定に

よっ て賠償責任を 問われる場合があり ます。

樹木の管理

私有地から 道路上に張り 出し ている 枝や葉は、 土

地所有者に所有権がある ため、 町が勝手に切る こ と

はでき ません。 強風や大雨、降雪の後は特に注意し 、

個人の管理・ 責任のも と 対応を お願いし ます。

作業時の注意事項

電線や電話線などがある場所での作業は、 危険を

伴う 場合があり ます。 管理者（ 九電・ Ｎ Ｔ Ｔ など事

業者） に連絡し 立会いのも と で行っ てく ださ い。 通

行車両、 歩行者などの安全確保と 、 樹木から の転落

防止などに十分注意し てく ださ い。

建築限界（ 道路法第 3 0 条、 道路構造令第 1 2 条）

自動車や歩行者の安全な 通行を 確保する ために、

車道上空「 4.5 メ ート ル」、歩道上空「 2.5

メ ート ル」 の範囲に通行障害と なる も の

を 設置し てはな ら ないと さ れていま す。

（ 下図、 緑斜線で囲んだ箇所） 玖珠町

ホームページ

問 建設水道課 管理班 ☎（ 7 2 ）7 1 6 3
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特殊詐欺防止機能付き「 電話機」 の購入を補助し ます

近年、 高齢者を 対象に電話を 利用し た特殊詐欺被害が多発し ています。 こ う し た被害を 防ぐ ため、「 特殊詐

欺防止機能付き 電話機」 の購入に対し 、 最大１ 万円を 補助し ます。

■対象者

①玖珠町に住民登録を さ れている方

②補助金を 申請し た日に、 同居し て いる 全員が満

65 歳以上の世帯

③過去に県警などから 電話機などを 貸与さ れたこ と

がない方

④同一世帯全員が町税などを 完納し ているこ と

■内容

　 対象電話機の購入と 設置に必要な費用の３ 分の２

以内を 補助（ 上限 10,000 円）

■申込方法

①指定の用紙（ 申請書） に必要事項を 記入

②購入日と 購入金額が確認で き る 書類の写し （ レ

シート ・ 領収書）

③購入し た電話機の機能が確認でき る書類の写し

　（ カ タ ログ・ 取扱い説明書など）

　 以上の書類を 提出し てく ださ い。

■補助対象機器

①補助申請者が購入し 、 居住する住居に設置したもの

②令和３ 年４ 月１ 日以降に購入し たも の

③ア・ イ どちら かの機能が付いている電話機

　 ア　 電話の着信時に、 相手方に警告音声を 流し 、

その通話を 自動で録音する機能

　 イ 　 迷惑電話番号データ ベースに登録さ れた情報

などを 利用し て、 被害を 引き 起こ す可能性の

ある 電話番号を 自動で判別し 、 着信を 拒否ま

たは警告表示する機能

※ 予算に達し た時点で受付は終了

し ますので、 購入前に一度ご連

絡く ださ い。

原木椎茸生産安定化対策事業

し いたけ生産者の種駒購入費に対し 、 種駒１ 個につき １ 円以内の補助を 行います。

交付要件： 町内に住所を 有する方

　 　 　 　 　 年間３ 万駒以上植菌（ 一人当たり 年間２ 万駒以上３ 戸以上の椎茸生産組織も 可）

　 　 　 　 　 購入し た駒のう ち、 今年の１ 月から ５ 月末までに植菌し た方

　 　 　 　 　 種駒購入費の支払いが証明でき る方

　 　 　 　 　 同一世帯全員が町税などを 完納し ているこ と

　 　 　 　 　 ※その他の要件はお問い合わせく ださ い。

申込期間： ５ 月６ 日（ 木）～６ 月 30 日（ 水）

問 農林課 農政班 ☎（ 7 2 ）7 1 6 4

オレ ン ジカ フ ェ は、認知症の方や、そのご家族、地域の方々など 誰でも 参加でき

る交流の場です。森・ 玖珠・ 北山田・ 八幡の４ 地区と 、く すまちメ ルサンホールで開催し ています。

年齢を 問わず、どなたでも 参加でき ます。楽し い会です。ぜひお越し く ださ い。

【 問・ 申】 基地 ･ 防災対策課 基地防災班 ☎（ 7 2 ）1 8 91

場　 　 所 日　 に　 ち 時　 　 間 参加費

玖珠自治会館 ５ 月 ６ 日（ 木） ６ 月 ３ 日（ 木） 午前10 時～11 時30 分

100 円
大野原集会所 ５ 月 ７ 日（ 金） ６ 月 ４ 日（ 金）

午後 ２ 時～ ３ 時30 分八幡自治会館 ５ 月10 日（ 月） ６ 月14 日（ 月）

森自治会館 ５ 月18 日（ 火） ６ 月15 日（ 火）

く すまち
メ ルサンホール

５ 月24 日（ 月） ６ 月28 日（ 月） 午前10 時～11 時30 分 無料

こ の看板が

目印です。

問 玖珠町地域包括支援センタ ー ☎（ 7 2 ）7 1 5 4 　 　 福祉保険課 高齢者支援班 ☎（ 7 2 ）1 1 1 5



広報く す  2 0 2 1 .5 .1 24

国民年金保険料学生納付特例制度について

　 学生は、 申請する こ と で在学中の保険料の納付が猶予さ れる「 学生納付特例制度」 が設けら れています。

　 学生納付特例の承認期間は４ 月から 翌年３ 月までですが、 承認を 受けた次の年度も 在学予定の場合、 ４ 月

始めに再申請の用紙が送ら れてき ます。 引き 続き 学生納付特例制度を ご希望の場合は、 必要事項を 記入の上

ご返送く ださ い。

【 対象者】

　 大学 ( 大学院 )、 短大、 高等学校、 高等専門学校、 専修学校、 各種学校 ( 学校教育法で規定さ れている 修業

年限が１ 年以上の課程 ) に在学する 学生など で、 学生納付特例を 受けよ う と する 年度の前年の所得が基準以

下の方または失業などの理由がある方（ なお、 一部の海外大学の日本分校も 対象です。）

〈 所得の目安〉 128 万円＋｛（ 扶養親族などの数）× 38 万円｝

【 添付書類】

・ 在学期間がわかる 学生証のコ ピ ー（ 裏面に有効期限、 学年、 入学年月日の記載がある場合は裏面のコ ピ ー

を 含む） または在学証明書（ 原本）

・ 失業などの理由で申請を 行う 場合は、 失業し た事実が確認でき る書類

【 問・ 申】 福祉保険課保険年金班 ☎（ 7 2 ）1 1 1 5

がん相談支援センタ ーをご利用く ださ い

【 会員募集 !!】　 玖珠町自衛隊協力会

　「 がん診療連携拠点病院」「 がん診療連携協力病院」 では、 専門の相談員を 配置し た「 がん相談支援セン

タ ー」 を 設置し ています。 患者さ んやご家族のほか、 その病院にかかっ ていない方など 、 どなたでも 、 がん

に関するこ と なら 何でも 無料で相談ができ ますので、 一人で悩まず、 お気軽にご相談く ださ い。

●相談日時： 月曜日～金曜日　 午前８ 時 30 分～午後５ 時（ 年末年始を 除く ）　

●相談方法： 面談、 電話など（ 秘密厳守）

●相談料： 無料

大分県内の、 がん相談支援センタ ーのある病院

　 玖珠町自衛隊協力会では、 毎年会員の募集を し ています。

会員になら れますと 自衛隊施設見学等の研修旅行のご案内を

はじ め、 自衛隊関連情報が提供さ れます。

年 会 費　 個人 1,000 円／法人 3,000 円

問 玖珠町役場 基地・ 防災対策課内 玖珠町自衛隊協力会事務局

☎ 7 2 －1 8 9 1

病院名 連絡先 病院名 連絡先

大分大学医学部附属病院 （ 097） 586-6376　 直通 済生会日田病院 （ 0973） 22-8772　 直通

大分県立病院 （ 097） 546-7062　 直通 アルメ イ ダ病院 （ 097） 569-3121　 代表

大分赤十字病院 （ 097） 532-6181　 代表 大分医療センタ ー （ 097） 593-1111　 代表

別府医療センタ ー （ 0977） 67-1111　 代表 厚生連鶴見病院 （ 0977） 23-7208　 直通

中津市民病院 （ 0979） 22-2480　 代表
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※各種相談の際は、 マスク の着用を お願いし ます。

自死遺族のつどい

　 大切な方を、 自死で亡く さ れたご遺族を 対象に開

催し ます。 参加希望者はお申し 込みく ださ い。

日　 時： ６ 月３ 日（ 木）　 午後２ 時～４ 時

参加料： 無料（ 事前に申し 込みが必要）

場　 所： 大分県こ こ ろ と から だの

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 相談支援センタ ー（ 大分市）

申込締切： ５ 月 27 日（ 木）

【 申・ 問】 大分県こ こ ろ と から だの相談支援センタ ー　

☎ 0 9 7（ 5 4 1 ）6 2 9 0

優良運転者表彰申請のお知ら せ

○申請対象

　 大分県交通安全協会会員（ 運転免許更新時に協会

費納入の方） で、 運転免許取得後、 現に自動車な

どの運転に従事し ている方で要件を 満たす方

○表彰区分

　 優良運転者表彰 50 年・ 40 年・ 30 年・ 20 年・

　 15 年・ 10 年

　（ 詳し い要件や、 申請時に必要なも のは問い合せ

先まで）

○申請受付期間

　 ５ 月６ 日 ( 木 ) から ６ 月 15 日 ( 火 )

　（ 土日祝日除く 　 午前９ 時 30 分～午後５ 時）

【 申・ 問】（ 公財） 大分県交通安全協会 玖珠支部

事務局（ 玖珠警察署内　 ☎（ 7 2 ）1 6 6 1 ）

「 HIV 夜間検査」 実施し ます
検査で早期発見し まし ょ う

６ 月１ 日～６ 月７ 日は「 H IV 検査普及週間」 です。

普及週間に合わせて 西部保健所では H IV 抗体検査

を 夜間に実施し ます。

早期発見のために検査を 受けてみませんか？

実施日時： ５ 月 31 日（ 月）　 午後５ 時～午後７ 時

場　 　 所： 大分県西部保健所

対　 　 象： 検査を希望する方（ 匿名で検査できます）

※人数に限り があり ます。

検 査 料： 無料

内　 　 容： 問診・ 採血

採血後約１時間で検査結果がわかります。

※事前に電話で予約し てく ださ い。

※新型コ ロ ナウイ ルス感染症の状況によ り 中止と す

る場合も あり ます。

問 大分県西部保健所 地域保健課　 ☎ 0973（ 23）3133

軽自動車税の減免を受けるこ と ができ ます

　 令和３ 年度軽自動車税の納税通知書兼納付書を ５

月中旬に送付し ます。

　 納期限は、 ５ 月 31 日（ 月） ですが、 次の項目に

該当さ れる 方は、 一台に限り 軽自動車税の減免申請

を 行う こ と ができ ます。

　 ※障がいの内容や級（ 程度） によ っ ては、 減免の

対象と なら ない場合があり ます。

【 該当する車】

身体障害者手帳、 戦傷病者手帳、 療育手帳、 精神

障害者保健福祉手帳のいずれかを 交付さ れている 方

が所有する軽自動車（ 対象者が 18 才未満の場合は、

生計を一にする親族が所有する軽自動車も 含む。）

【 注意事項】

①　 自動車税（ 普通車） の減免を 受けて いる 方は、

減免の対象になり ません。

②　 減免は、 毎年申請が必要です。

③　 生計を 一にする 方や、 常時介護者が運転する 場

合の減免は、 軽自動車の名義が、 障がいのある

方本人である こ と が必要です。

【 手続き 】

　 ５ 月 17 日 ( 月 ) から ５ 月 31 日（ 月） の間に、

税務課（ ７ 番窓口） で手続き を し てく ださ い。

※期限後の申請は受付できませんのでご注意く ださい。

【 手続き に必要なも の】

・ 身体障害者手帳、 戦傷病者手帳、 療育手帳、

　 精神障害者保健福祉手帳

・ 個人番号カ ード またはマイ ナンバーの通知カ ード

・ 運転免許証　 ・ 印鑑　 ・ 車検証

・ 軽自動車税の納税通知書兼納付書

　（ ５ 月中旬に、 納税組合長または

　 個人宛に送付し ます）

問 税務課 住民税班 ☎（ 7 2 ）1 1 1 4

自動車の納税は５ 月 3 1 日までに

　 期限内に納付し ていただく こ と で、 収入の早期確

保ができ 、 災害復興やコ ロ ナ関連の支援などの県の

各種政策を 円滑に進めるこ と ができ ます。

　 自動車税は、 県税事務所、 金融機関、 郵便局、

コ ン ビ ニ、 ク レ ジ ッ ト カ ー ド （ 大分県のホ ー ム

ページ で のお手続き が必要で す。）、 ス マ ホア プ リ

「 PayPay」「 LIN E Pay」「 PayB」「 ゆ う ち ょ Pay」

で納付するこ と ができ ます。

　 納期内納付にご理解と ご協力を お願いし ます。

問 大分県日田県税事務所

☎ 0 9 7 3（ 2 2 ）4 1 7 5
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※各種相談の際は、 マスク の着用を お願いし ます。

登山シーズンにおける遭難事故の防止

　 例年、 く じ ゅ う 山系には県内外から 多

く の登山者や観光客が訪れます。

　 一方、 こ の時期は、 地理不安内での道迷い、 疲労

から の下山困難、 スリ ッ プや転倒によ る滑落・ 転落

などの山岳遭難が発生し ています。

　 登山を する際には気を 緩める こ と なく 、 次のこ と

を 守っ て安全で快適な登山にし まし ょ う 。

（ １ ） 自分の経験・ 技術・ 体力に応じ た山やコ ース

を 選び、 事前調査を し まし ょ う 。

（ ２ ） 装備品は不備のないよ う 事前に点検し 、 使用

方法を 知っ ておき まし ょ う 。

（ ３ ） 登山届（ 計画書） を 必ず提出し まし ょ う 。

（ ４ ） 気象状況を 把握し 、 気象の変化に応じ た行動

を と り まし ょ う 。

（ ５ ） 単独登山はやめて、 仲間と 登り まし ょ う 。

（ ６ ） スマート フ ォ ン など の通信機器を 携帯し 、 山

岳アプリ を 活用し まし ょ う 。

大分県警のホ ームペ ージ で は、

山岳関連の情報を 掲載し ている

ので、 是非ご利用く ださ い。

問 玖珠警察署　 ☎（ 7 2 ）2 1 3 1

介護職員初任者研修の開催

開催日程： ５ 月 13 日（ 木） ～７ 月 16 日（ 金）

　 　 　 　 　 ・ カ リ キュ ラ ムによる期間中 26 日間

　 　 　 　 　 　（ 週３ 日程度）

　 　 　 　 　 ・ １ 日６ 限　 午前９ 時～午後４ 時

　 　 　 　 　 ・ 実習３ 日間は平日に行います。

開催場所： 日田地域福祉事業所　 虹の家　

　 　 　 　 　 ２ 階　 講座室

募集定員： 10 人

受 講 料： 84 ,124 円

　 　 　 　 駐車場利用は別途１ カ 月につき 500 円

必要です

受付期間： 定員になり 次第締め切り

【 申・ 問】 労協センタ ー事業団

日田地域福祉事業所　 虹の家

日田市玉川３ 丁目 1 4 7 9 －３

☎ 0 9 7 3（ 2 5 ）5 0 1 1

こ ちら
1 1 0番

税務署での納税に関するご相談は
事前にご予約をお願いし ます

　 国税の納税に関し 、 税務署でのご相談を ご希望の

場合は、「 ３ 密」 防止の観点から も 、 事前に税務署

にお電話いただき、 日時のご予約を お願いいたし ま

す。（ 自動音声案内に従い、「 ２ 」 を 選択）

　 また、 国税に関する 一般的な相談は「 電話相談セ

ン タ ー」 を ご 利用く ださ い。（ 自動音声案内に従い

「 １ 」 を 選択）

問 日田税務署

☎ 0 9 7 3（ 2 3 ）2 1 3 6 ※自動音声案内

手話奉仕員養成講座を開講し ます

　「 手話奉仕員養成講座 入門課程」 を 行います。

手話を 初めて習う 方向けの講座ですので、 どなたで

も 参加でき ます。

※新型コ ロ ナウイ ルス 感染症の拡大状況によ っ て

は、 中止する場合があり ます。

開催日時： ６ 月１ 日（ 火） 以降、 毎週火曜日

午後７ 時～９ 時　 全 24 回

※月によっ ては休校になり ます。

開催場所： く すまち メ ルサンホール１ 階　 研修室

受 講 料： 無料（ テキスト 代 7,000 円程度）

参加申込： 役場福祉保険課（ ５ 番窓口） で申込また

は電話申込

定　 　 員： 10 人（ 程度）

申込期限： ５ 月 21 日（ 金）

問 福祉保険課　 福祉班　 ☎（ 7 2 ）1 1 1 5 　

学童保育従事者講習の開催

　 放課後児童ク ラ ブで、 学童保育従事者と し て即戦

力で働く こ と ができ る ために必要な知識を 学ぶ講習

会です。

対 象 者： 60 歳以上で、 シ ルバー人材セン タ ーに

入会希望または現在入会し ている方

申込期限： ５ 月 20 日（ 木） 必着

実 施 日： ５ 月 27 日（ 木） ～ 28 日（ 金）　

募集人数： 10 人

実施場所： 玖珠自治会館　 研修室

受 講 料： 無　 料

【 申・ 問】 一般社団法人玖珠町シルバー人材セン タ ー

☎（ 7 2 ）2 0 1 1 　 FAX（ 7 2 ）2 0 2 1

※新型コ ロナウイ ルス感染症の影響で日時などに変

更が生じ る場合があり ます。
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※各種相談の際は、 マスク の着用を お願いし ます。

介護福祉士実務者研修の開催

開催日程： ６ 月９ 日（ 水） ～８ 月 25 日（ 水）

　 　 　 　 　 ・ 期間中８ 日間の研修

開催場所： 特別養護老人ホーム日田園研修室

募集定員： 20 人

受 講 料： 70,000 円～

　 　 　 　 　（ 所持資格で受講費用が異なり ます）

　 　 　 　 　 テキスト 代が別途発生し ます

受付期間： 定員になり 次第締め切り

【 申・ 問】 中津総合ケアセンタ ーいずみの園

担当者： 岩崎・ 江島

中津市永添 2 7 4 4

☎ 0 9 7 9（ 2 3 ）1 6 1 6

FAX 0 9 7 9（ 2 3 ）1 7 8 3 　

防災管理新規講習

日　 　 程： ６ 月 30 日（ 水）

会　 　 場： J : CO M ホルト ホール大分

受付期間： ５ 月 20 日（ 木） ～５ 月 27 日（ 木）

受 講 料： 7,000 円

定　 　 員： 45 人

申込方法

　 ・ ホームページから 申込み

　 ・ 受講申請書により Ｆ Ａ Ｘ で申込み

詳し く はお問い合せく ださ い。

【 申・ 問】（ 一財）日本防火・ 防災協会

☎ 0 3（ 6 2 6 3 ）9 9 0 3 　

遺言等無料公証相談

日　 　 時： 平日　 午前９ 時～正午、 午後１ 時～５ 時

　 　 　 　 　 ※電話で事前受付けが必要です。

場　 　 所： 日田公証役場（ 日田市）

相談担当： 日田公証役場公証人

相談内容

①遺言、財産管理、土地・ 建物の賃貸借・ 売買、金銭賃借、

尊厳死宣言などの公正証書の作成に関する相談

②会社定款や契約書類の認証などに関する相談

③相続問題に関する法律相談

問 日田公証役場　 ☎ 0 9 7 3（ 2 4 ）6 7 5 1 　

無料障害年金相談

　 予約制です。 お早目に予約を お願いし ます。

相談日： ５ 月 25 日（ 火）

午後１ 時 30 分～午後４ 時

場　 所： 玖珠町老人福祉センタ ー　 相談室

相談員： 島津社会保険労務士事務所　 島津　 正一

問 ふれあい総合相談センタ ー　 ☎（ 7 2 ）5 0 0 1

年金相談

日時： ５ 月 19 日（ 水） 午前 10 時～午後３ 時

場所： 玖珠町役場　 ２ 階　 202 会議室

相談担当者： 日田年金事務所職員

※前日までの予約が必要。

問 日田年金事務所　 ☎ 0 9 7 3（ 2 2 ）6 1 7 4

人権なんでも 相談所

日時： ５ 月 20 日（ 木） 午前 10 時～午後３ 時

場所： く すまちメ ルサンホール　 １ 階　 研修室

相談担当者　 人権擁護委員

問 人権確立・ 部落差別解消推進課　 ☎（ 7 2 ）1 1 1 2

消費者ト ラ ブルに関する出張相談

　 専門の消費生活相談員によ る、 悪質商法、 架空請

求、 多重債務など、 身近な消費者ト ラ ブルの出張相

談を 開催し ます。

日時： ５ 月 26 日（ 水） 午前 10 時～午後４ 時

場所： 玖珠町役場　 ２ 階　 202 会議室

問 企画商工観光課　 観光振興班　 ☎（ 7 2 ）7 1 5 3

日田市消費生活センタ ー　 ☎ 0 9 7 3（ 2 2 ）9 3 9 3

行政書士無料相談会

　 相続、 遺言、 農地転用、 許認可申請、 技能実習な

ど外国人雇用、 生活及び老後の心配ごと などの相談

に応じ ます。

※紛争のおそれのない範囲での相談になり ます。

日時： ５ 月 20 日（ 木） 午後１ 時～３ 時

場所： 玖珠町役場　 ２ 階　 202 会議室

問 総務課　 行政班　 ☎（ 7 2 ）1 1 1 1

大分県行政書士会日田支部会　 ☎ 0 9 0（ 8 2 8 9 ）4 6 6 4

在宅障がい者相談会

〈 身体・ 知的・ 児童の相談〉 障がい種別を 問わず、

障がい者に関する こ と

開催日： ５ 月 10 日（ 月）・ 24 日（ 月）

時　 間： 午後１ 時 30 分～３ 時

場　 所： く すまち メ ルサンホール

相談員： すぎのこ 村「 Ｂ ｅ ｅ すけっ と 」 職員

問 すぎのこ 村「 Beeすけっと 」　 ☎ 0 9 7 3（ 2 3 ）7 8 9 7

〈 精神障がいの相談〉 精神障がい者に関するこ と

開催日： ５ 月７ 日（ 金）・ 21 日（ 金）

時　 間： 午前 10 時 30 分～正午

場　 所： く すまちメ ルサンホール

相談員： 地域生活支援センタ ー「 はぎの」 職員

問 地域生活支援センタ ー「 はぎの」　 ☎（ 7 8 ）8 8 8 2
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５ 月の日曜・ 休日当番医と 当番歯科

５ 月の実弾射撃 （ 危険ですから 立入ら ないでく ださ い）

５ 月２ 日（ 日）
（ 九重）友成医院
せさ き 歯科医院

九重町田
日田

0973-78-8811
0973-23-6481

５ 月３ 日（ 月）
井上医院
高田歯科醫院

九重恵良
日田

0973-76-2711
0973－28－7019

５ 月４ 日（ 火）
三池循環器内科クリ ニック
井上歯科医院

塚脇
九重右田

0973－72－6101
0973－77－6851

５ 月５ 日（ 水）
友成医院
おの歯科ク リ ニッ ク

塚脇
日田

0973－72－0330
0973－22－6118

５ 月９ 日（ 日）
小中病院
合原歯科医院

塚脇
日田

0973-72-2167
0973-22-5305

５ 月 1 6 日（ 日）
高田病院
よし まさ 歯科

帆足
日田

0973-72-2135
0973-23-8148

５ 月 2 3 日（ 日）
矢原医院
井上第 2 歯科医院

九重右田
塚脇

0973-77-6121
0973-72-5983

５ 月 3 0 日（ 日）
荒木医院
井上歯科医院

森
日田

0973-72-2466
0973-22-3305

６ 月６ 日（ 日）
北山田ク リ ニッ ク
酒井歯科医院

戸畑
日田

0973-73-2030
0973-23-6480

●第２ 分別

2 0 日（ 木） 森地区

2 7 日（ 木） 玖珠地区

●第３ 分別

  6 日（ 木） 山浦・ 小田・ 北山田地区

●第４ 分別

  7 日（ 金） 森南部・ 森北部地区

1 4 日（ 金） 玖珠地区

2 1 日（ 金） 山浦・ 小田・ 北山田地区

2 8 日（ 金） 日出生・ 八幡・ 古後地区

●古紙回収

  1 日（ 土） 八幡・ 古後地区

  8 日（ 土） 森・ 日出生地区

1 5 日（ 土） 玖珠・ 小田地区

2 2 日（ 土） 北山田・ 山浦地区

５ 月のごみ出し カ レ ンダー

ねこ の引き 取り などに関する相談は、

大分県西部保健所衛生課まで

お問い合わせく ださ い。

☎ 0 9 7 3（ 2 3 ）3 1 3 3

固定資産税： １ 期（ ５ 月分）

軽自動車税： １ 期（ ５ 月分）

国民健康保険税： ２ 期（ ５ 月分）

介護保険料： ２ 期（ ５ 月分）

　 　 納 期 限　 ５ 月 3 1 日（ 月）

　 ※口座振替日　 ５ 月 3 1 日（ 月）

問 税務課　 納税班　 ☎（ 7 2 ）1 1 1 4

　 農地の売買・ 賃借・ 転用許可申請を 行う 方は、

受付締切日までに申請書を 提出し てく ださ い。

　 申請書受付締切

　 　 　 ５ 月 2 5 日（ 火） ～５ 月 3 1 日（ 月）

　 開催日時

　 　 　 ６ 月 1 4 日（ 月）　 午後１ 時 3 0 分

問 玖珠町農業委員会事務局　 ☎（ 7 2 ）1 1 7 5

実施日
（ 　 ）は予備日

立入禁止時間 使用弾着地等
（ 　 ）は予備

訓練区分
（ 　 ）は予備自 至

５ 0700 2100 第１ 弾着地 射撃

６ ～８ 0600 2100 第１ 弾着地、 二の台 射撃、 U A V 飛行

９ 0700 2100 第１ 弾着地、 二の台 射撃、 U A V 飛行

10 0600 2100 第２ 弾着地 射撃

11 0600 2100
第２ 弾着地、

扇山領収射場

射撃、 試験射撃

準備

12～13 0600 2100
第１ ・ ２ 弾着地、

扇山領収射場
射撃、 試験射撃

14 0600 2100
第１ ・ ２ 弾着地、

（ 扇山領収射場）
射撃、（ 試験射撃）

15 0700 1700 第２ 弾着地 射撃

17～18 0600 2100 坂山、 堀原、 仲畑
爆破、 U AV ・

ヘリ 飛行

19 0600 2100 堀原 U AV ・ ヘリ 飛行

20 0600 2100
堀 原、 第 ２ 弾 着 地、

二の台

U AV ・ ヘリ 飛行、

射撃

21 0600 2100
堀原、第１・ ２ 弾着地、

二の台

U AV ・ ヘリ 飛行、

射撃

22 0600 1900
坂山、第１・ ２ 弾着地、

仲畑、 二の台

爆破、 射撃、

U AV 飛行

23 0600 2100 坂山、 第１ ・ ２ 弾着地 爆破、 射撃

24 0600 2100 第１ ・ ２ 弾着地 射撃

25 0600 2100
坂山、第１・ ２ 弾着地、

扇山領収射場

爆破、 射撃、

試験射撃準備

26 0600 2100
第１ ・ ２ 弾着地、

扇山領収射場
射撃、 試験射撃

（ 27） 0900 1500 （ 扇山領収射場） （ 試験射撃）

30 0700 2100 第１ ・ ２ 弾着地 射撃

31 0600 2100 第１ ・ ２ 弾着地 射撃

※演習場内は、 許可（ 放牧・ 採草） を受けている方以外は、 立入禁止です。


